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食品加工と微生物 その21
食中毒・腐敗と微生物制御の考え方

発酵と腐敗、腐敗と食中毒の違い
微生物が食品に作用して生じる現象には発酵、腐敗、

食中毒などがある。今回はまずこれらの違いについて整
理しておきたい。
発酵と腐敗はともに微生物が食品成分を分解して起こ

るという点では共通している。そのうち、発酵は糖類が
分解されて乳酸やアルコールなどが生成されるような場
合が分かりやすい。一方、タンパク質やアミノ酸などの
食品成分が分解され、硫化水素やアンモニアのような腐
敗臭を生成し、最後には食べられなくなってしまう現象
は腐敗と呼ばれる。それでは、糖類が分解される場合が
発酵で、タンパク質やアミノ酸が分解される場合が腐敗
かというと、そうではない。
腐敗はタンパク質を多く含む食品で顕著であるが、そ

れだけでなく、米飯や野菜、果実類などでもふつうにみ
られる。また原料が同じでも、蒸した大豆に枯草菌を生
やして納豆が作られる場合には発酵とよばれるが、煮豆
を放っておいてネトやアンモニア臭がしたときは腐敗と
呼ばれる。また、代謝産物の違いで発酵と腐敗が区別さ
れるわけでもない。牛乳に乳酸が蓄積して凝固したもの
はある時は発酵と呼ばれ、ある時は腐敗と呼ばれる。そ
れでは特定の菌群の違いによって区別されるのかという
とそうでもない。同じ乳酸菌でもヨーグルトや味噌が作
られる場合は発酵であるが、これが清酒中で増殖する場
合は火落ちといって腐敗を意味する。
発酵と腐敗という言葉は、結局、人間の価値基準によ

って便宜的に使い分けられているものであり、一般に、
食品に対する微生物作用のうち人間生活に有用な場合を
発酵、逆に有害な場合を腐敗といっているのである。し
たがって納豆やくさやのように腐敗臭と似た臭気を生じ
る場合でも、製造過程での微生物作用が有用と認められ
るのであれば発酵食品と呼ぶことができる。
腐敗と食中毒（微生物性食中毒）もともに微生物の作

用によるものである。腐敗はいま述べたように、食品に
微生物が増殖した結果、食品本来の味、香りなどが損な
われ食べられなくなる現象で、微生物の種類がとくに限
定されるわけではない。食品の成分や微生物の種類によ
って一様ではないが、このような変化が現れるためには
普通は食品1ｇ当たり107～108程度の菌数が必要である。
一般に腐敗した食品を食べても下痢など特定の症状はみ
られない。
これに対して、食中毒は食品衛生上問題となる特定の

病原微生物が食品中で増殖、または毒素を生産し、それ

を食べた人にその微生物特有の症状をおこすもので、腐
敗を起こさない程度の菌数によっても食中毒が起きる。
これまでわが国で発生した微生物性食中毒はほとんどが
細菌によるものであり、これは、①食品とともに大量に摂
取された細菌がさらに腸管内で増殖して下痢、嘔吐、腹
痛などの胃腸炎を起こす感染型食中毒（サルモネラ、腸
炎ビブリオなど）、②特定の細菌が増殖する際に産生した
毒素を摂取して起こる毒素型食中毒（黄色ブドウ球菌、
ボツリヌス菌など）、③それらの中間型（セレウス菌、ウ
エルッシュ菌）、④細菌の作用によって食品中に産生され
た化学物質によって起こるアレルギー様食中毒の4つに大
別される。
最近、細菌以外に食中毒を起こす微生物としてウイル

ス（小型球形ウイルスなど）や原虫（クリプトスポリデ
ィウムなど）が問題になっている。
参考までにわが国で指定されている食中毒微生物を表

１にあげておく。

表－１　わが国で指定されている食中毒の原因微生物

①サルモネラ属菌 Salmonella

②ブドウ球菌 Staphylococcus aureus

③腸炎ビブリオ Vibrio parahaemolyticus

④病原大腸菌 Escherichia coli

腸管病原性大腸菌（EPEC） Enteropathogenic E.coil

腸管侵入性大腸菌（EIEC） Enteroinvasive E.coil

腸管毒素原性大腸菌（ETEC） Enterotoxigenic E.coil

腸管付着性大腸菌（EAEC） Enteroadhesive E.coil

⑤腸管出血性大腸菌（EHEC） Enterohemorrhagic E.coil

⑥ボツリヌス菌 Clostridium botulinurn

⑦ウェルシュ菌 Clostridium perfringens

⑧セレウス菌 Bacillus cereus

⑨ビブリオ・コレラ（非O1） Vibrio cholerae（non-O1）

⑩ビブリオ・ミミカス Vibrio mimicus

⑪ビブリオ・フルビアリス Vibrio fluvialis

⑫カンピロバクター・ジェジュニ Campylobacter jejuni

⑬カンピロバクター・コリ Campylobacter coli

⑭エルシニア・エンテロコリチカ Yersinia enterocolitica

⑮エロモナス・ハイドロフイラ Aeromonas hydrophila

⑯エロモナス・ソブリア Aeromonas sobria

⑰プレシオモナス・シゲロイデス Plesiomonas shigelloides

⑱コレラ菌 Vibrio cholerae

⑲赤痢菌 Shigella dysenteriae など

チフス菌 Salmonella typhi

パラチフスＡ菌 Salmonella paratyphi A

リステリア・モノサイトゲネス Listeria monocytogenes

小型球形ウイルス（SRSV） Small round structured virus

その他のウイルス Hepatitis A virus など

クリプトスポリジウム・パルバム Cryptosporidium parvum
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微生物制御の考え方
食品の腐敗や食中毒は原因となる微生物が食品に付着

し（またはもともと生存し）、食品中で増殖、時には毒素
を生産することによって起こる（図１参照）。食品の製造
過程においてこれらを防止するための要点は次の３つに
整理される。
①食品に付いている微生物の数をできるだけ少なくす
る。
② 食品の貯蔵温度や塩分、水分、pH、気相などを微生
物の増殖に不適当な条件にすることによって、食品中の
微生物の増殖を抑制する。
③食品中の微生物を殺菌し、その後の外部からの微生物
の汚染を密封容器（包装）によって防ぐ。液体の場合に
は、殺菌せずに、ろ過などによって除菌することも可能
である。

①は製造ラインや器具の洗浄・殺菌を徹底したり、新鮮
な原料を用いることなどを意味する。②の例としては、
低温貯蔵（冷蔵、凍結など）や塩蔵、乾燥、酢漬け、ガ
ス置換などが該当する。また③の方法としては、缶詰やレ
トルト食品、魚肉ソーセージなどの加熱殺菌、ビールや
その他飲料のろ過滅菌などがある。用途は限られるが、
放射線殺菌や紫外線殺菌、高圧殺菌なども③に該当する
これらのうち、加熱殺菌や塩蔵、乾燥、酢漬けなどは、
食品成分に変化を及ぼすので、食品加工をしたことにも
なり、その結果できたものが、缶詰や塩蔵品、干物、酢
漬製品などと考えることもできる。それに対して、低温
貯蔵やガス置換包装は食品成分が大きく変化せずに（加
工を伴わずに）微生物制御ができるという特徴がある。
給食場や調理場においてよく見かける食中毒防止の3原

則の標語（「付けない、増やさない、殺す」または「清潔、
迅速（または冷却）、加熱」も上記の3項目を分かりやす
いようにして示したものである。

（東京海洋大学食品生産学科教授　藤井建夫）

その4   化学薬剤の利用（2）

有機化学の進歩と共に多種類の化合物が単離、合成さ
れることとなった。そのため微生物制御効果のある物質
が見出されると、直ちにこれを母核として色々の誘導体
が合成されその抗菌効果が検討されることとなる。その
典型的な例の一つがListerによるantiseptic surgeryの確立に
役立ったフェノールがあげられる。フェノールは必ずし
も殺菌作用が強いものではなかったが、これを母体とし
て種々の誘導体が合成された。そして殺菌力の比較にフ
ェノール係数が用いられた。フェノールと同族のクレゾ
ール、キシレノールは2～5倍の殺菌力を示すが、置換ア
ルキル基の炭素数を増すことにより200～300のフェノー
ル係数が得られた（4-n-ヘプチルフェノール）。またハロ
ゲン化によっても作用力の上昇することも認められてい
る（ペンタクロロフェノール）。2つのフェノール部分の
結合したビスフェノール誘導体は殺菌力が強く毒性も少
ないことより医療関係などで注目された。このうちG-4
（dichlorophene）、G-11（hexachlorophene）は有名で化粧品、
石鹸などに利用された。しかしその後光線過敏症などの
危険性のあるため使用禁止となった。

１）医療分野への利用
エールリッヒが今世紀の初め生体組織に対して色素が

選択的に吸収されることより研究を進め、化学療法の可
能性を実証した。その結果エールリッヒと秦佐八郎は多
数の化合物よりサルバルサン（606号）によるバイ毒菌
（ラセン状細菌）の治療に成功した。
一方IG染料会社（独）のG.Domagkはスルファミド基

SO2NH2をもつアゾ色素が敗血症菌の連鎖球菌に有効なこ
とを発見した。このものはin vitroでは抗菌作用を示さな
いがin vivoで有効性を示した。これらの色素のうち最も
すぐれたものが赤色プロントジルであった（1932）。この
ものは産褥熱、猩紅熱、敗血症、丹毒などに有効であっ
た。1933年J.Trefouël（佛）は赤色プロントジルがin vivo
で分解されてスルファニルアミドになってこれが有効成
分であるとした（白色プロントジル）。その後スルファミ
ン誘導体の研究が進み、サルファピリジン、サルファチ
アゾール、サルファダイアジンなどが化学療法剤として
脚光をあびることとなった。
第4級アンモニウム塩はEinhorn及びGottler（1908）が合

成したが、Jacobsら（1916）が殺菌作用を示すことを認め
たが、Domagk（1935）が高級アルキル第4級アンモニウ
ム塩の殺菌作用の検討を行ない、その后今日においても
このグループの殺菌作用と化学構造の関係が検討されて
いる。
エチレンオキサイドはWurty（1859）が発見したが燻蒸

剤としての利用はCottonら（1928）以来であり医療材料
の消毒に利用されている。
ヨードはヨードチンキとして古くより創傷などの消毒

に用いられて来たが、Shelancki（1949）は水溶性の製剤
の開発に成功している。Daviesら（1954）は4万にも及ぶ
多数の化合物の内からクロルヘキシジンを選択した。
以上の外ホルムアルデヒドより強力なグルタールアル

デヒドが殺菌剤として開発された。オゾンや塩素系の殺
菌剤は古くより利用されて来たが近年発生装置の開発が
進み、特に後者については電解水生成装置が医療の分野
でも利用されつつある。
種々の殺菌作用を示す薬剤が出現してきたが、夫々の
特徴を生かして手指などの人体の消毒から環境における
殺菌剤としても利用されている。

図１　食品中の微生物の増殖・死滅、毒素生成
などに及ぼす各種条件
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化学療法剤としてサルファ剤に次いであらわれたのが
抗生物質であり、1941年Florey及びChainによるペニシリ
ンの臨床効果の確認に端を発し、次ぎ次ぎにかび、細菌、
放線菌の代謝産物として抗生物質が見出されることにな
った。これら抗生物質は低毒性で有効なことより広く細
菌性、真菌性の疾患の治療に利用された。これら有害微
生物による疾患は消滅するのではないかとまでいわれた
が、しかしあまりにも乱用された結果、耐性菌の出現と
なった。現在これに対する有効な対策は確立されていな
いのではなかろうか。抗生物質は人間の治療への利用の
外に、家畜、養殖魚の医薬品として、さらに飼料添加物
としても利用されておりその数量は人間の医用の倍にも
達していることも忘れてはならない事実である。

２）食への利用
医療の分野と同様に各種の化学薬剤の入手が容易とな

ったことより、食材の品質向上の目的に利用されること
となった。この場合医療の分野に比べて安易に利用する
ことができ種々の物議をかもすこととなった。そのため
我が国では明治の初期には府縣単位で取締規則が出され
たが、更に明治33年（1900）には「飲食物その他物品取
締に関する法律」をはじめ多数の取締規則が公布された。
明治36年（1903）には「飲食物防腐剤取締規則」が制定
され、次の薬剤の使用が禁止された。ということはこれ
らのものが色素、香料、人口甘味料などと共に乱用され
ていたことになる。
安息香酸、硼酸、クロル酸、フルオル水素、ホルムア

ルデヒド、昇汞、亜硫酸、次亜硫酸、サリチル酸、チモ
ール、ナフトール、レゾルシン、ヒノゾール、蟻酸、亜
硝酸ならびにその化合物。

このうちサリチル酸は例外的に清酒の製造貯蔵の目的
に当分の間使用許可されている。
昭和3年6月15日（1928）内務省第22号より「飲食物防

腐剤取締規則」が廃止されて新に「飲食物防腐剤漂白剤
取締規則」が制定され、先の使用禁止薬剤の外に蒼鉛、
銀、桂皮酸、フリルアクリン酸が追加されている。
併しこれらの内亜硫酸、次亜硫酸、安息香酸は指定防

腐剤として一定条件のもとで使用が認められている。そ
の後パラオキシ安息香酸エステル類は指定防腐剤として
追加された（昭和10年）。
戦後新憲法の施行にともなって、昭和22年12月24日総

括的な食品衛生に関する「食品衛生法」が制定され、翌
23年1月1日より施行されることとなった。この法律を基
本として食品添加物などに関する規則が制定されること
となった。その結果、食品防腐剤としては保存料と殺菌
料に区分されることとなり、表－１に示したようなもの
が指定された。しかし毒性、使用効果などの理由から指
定の取消されたものも多い。

物　質　名 指　　定 指定取消

亜硫酸、亜硫酸ナトリウム 昭3（1928）

昭23（1948）

安息香酸
昭23（1948）

安息香酸ナトリウム

サリチル酸 昭3（1928）

昭23（1948） 昭50（1975）

ソルビン酸 昭30（1955）

ソルビン酸ナトリウム 〃 昭46（1971）

ソルビン酸カリウム 昭35（1960）

デヒドロ酢酸 昭28（1953） 平3（1991）

デヒドロ酢酸ナトリウム 昭28（1953）

プロピオン酸 昭58（1983）

プロピオン酸ナトリウム 昭38（1963）

プロピオン酸カリウム 昭38（1963）

メチルナフトキノン 昭27（1952） 昭39（1964）

パラオキシ安息香酸エチル
昭12（1937）

〃　　　　プロピル
昭23（1948）

〃　　　　プチル

〃　　　　イソプロピル

〃　　　　イソブチル 昭38（1963）

〃　　　　セカンダリブチル 昭46（1971）

ラウリルトリメチルアンモニウム
昭39（1964） 昭53（1978）

－2,4,5－トリクロルフェノキサイド

ロダン酢酸エチル 昭23（1948） 昭27（1952）

オルトフェニルフェノール
昭52（1977）

オルトフェニルフェノールナトリウム

ジフェニル 昭46（1971）

チアベンダゾール 昭53（1978）

イマザリル 平4（1992）

クロルテトラサイクリン 昭32（1957） 昭53（1978）

表－１　保存料、殺菌料の変遷

物　質　名 指　　定 指定取消

表－２ 伝統的および自然発生的抗菌物質のうち、
F D Aの許可を受けたもの

｝

｝

｝
｝

｝

Ａ．保存料

物　質　名 指　　定 指定取消

過酸化水素 昭23（1948）

昭55（1980）

クロラミンB
昭23（1948） 昭46（1971）

クロラミンT

パラゾール 昭23（1948） 昭46（1971）

高度サラシ粉 昭34（1959）

サラシ粉 昭25（1950） 平5（1993）

次亜塩素酸 昭25（1950） 平3（1991）

次亜塩素酸ナトリウム 昭25（1950）

ニトロフラゾーン 昭25（1950） 昭40（1965）

ニトロフリルアクリル酸アミド 昭29（1954） 昭40（1965）

フリルフラマイド 昭40（1965） 昭49（1974）

｝

Ｂ．殺菌料

酢酸、酢酸塩

ジアセテート、

デヒドロ酢酸

安息香酸

安息香酸塩

ジメチルジカーボネー

ト

乳酸、乳酸塩

ラクトフェリン

リゾチーム

ナタマイシン

ナイシン

亜硝酸塩、

硝酸塩

パラベン

プロピオン酸、

プロピオン酸塩

ソルビン酸

ソルビン酸塩

亜硫酸塩

酵母、細菌

酵母、カビ

酵母

細菌

細菌

Clostridium

botulinum

他の細菌

カビ

Clostridium

botulinum

他の細菌

Clostridium

botulinum

酵母、カビ、

細菌（グラ

ム陽性）

カビ

酵母、カビ、

細菌

酵母

ベーカリー製品、調味

料、乳製品、油脂、肉、

ソース

飲料、果物製品、マー

ガリン

飲料

肉、発酵食品

肉

チーズ、フランクフル

トソーセージ、調理済

み肉、加工肉

チーズ

チーズなど

熟成肉

飲料、ベーカリー製品、

シロップ

ベーカリー製品、

乳製品

食品全般、飲料、

ワイン

果物、果物加工品、

じゃがいも加工品、

ワイン
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最近のFood Technolog（2002.11）にはFDAで許可され
た化学薬剤を表－２のようにまとめられている。

化学薬剤の利用にあたっては効果と共に毒性が問題と
なるが、食への利用の場合は医療の分野以上に毒性が問
題となる。それは微量の添加であるが人間はその食材を
長期にわたって摂取することを考慮しなければならない
からである。毒性は動物実験によらざるを得ない現状で
は絶対に安全であるとはいいきれない。催奇性や発ガン
性が認められれば使用停止となることはいうまでもない
が動物実験の結果がそのまま人間にあてはまるかという
ことも疑問である。
かってのタール色素の使用禁止などを機に食品添加物

全般に対する安全性に対し不信がたかまって来た。例え
ば日本生協連の資料によれば、Ｚリスト（不使用添加物）
の中での保存料としてパラベン、DHA、OPP、チアベン
ダゾールをあげ、留意使用添加物として安息香酸と塩、
ソルビン酸とその塩、パラベン、ポリリジン、ヒノキチ
オール、イマザリルをあげている。
一方微生物制御技術として加熱処理の外の冷蔵庫の普

及による短期、長期の貯蔵が可能になったこと、全面添
加物の表示などより食品防腐剤の役割の低下はさけるこ
とができないのが現状ではなかろうか。
最後に20

世紀における化学薬剤開発の推移を表－３に

まとめた。

（大阪大学名誉教授　芝崎　勲）

アサマ化成株式会社
¡本　　　　　社／〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町20-3 T E L（03）3661-6282 F A X（03）3661-6285
¡大 阪 営 業 所／〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-6-13 御幸ビル TE L（06）6305-2854 F A X（06）6305-2889
¡東京アサマ化成／〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-5 T E L（03）3666-5841 F A X（03）3667-6854
¡中部アサマ化成／〒453-0063 名古屋市中村区東宿町2－28－1 T E L（052）413-4020 F A X（052）419-2830
¡九州アサマ化成／〒811-1311 福岡市南区横手2－3 2－1 1 T E L（092）582-5295 F A X（092）582-5304
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E-mail : asm@asama-chemical.co.jp
http://www.asama-chemical.co.jp
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表－３　20世紀における抗菌物質の開発
フランスニース市の水道水のオゾン殺菌

Bechhold及びEhrlich ビスフェノールの抗菌作用

von Behring 牛乳貯蔵にホルムアルデヒド、過酸水素の利用

Einhorn及びGottler 四級アンモニウム塩合成

A.Grossich ヨードチンキの手術分野消毒

Loschtschenk 卵白の溶菌作用

米国で安息香酸の食品への利用許可

Ehrlich及び奏サルバルサンの開発、化学療法の始まり

Clark（米）下水の活性汚泥法

Margolius p-クロル安息香酸の抗菌作用

Kiesel 脂肪酸、そのアミンの抗菌作用

Jacobら四級アンモニウム塩の抗菌作用

White マーキュロクロムの開発

T.Sabalotschka パラベンの抗菌作用

シュールマン（独）抗マラリヤ剤の開発

サリチル酸、安息香酸の指定（日）

Cotton及びRoark エチレンオキシドの燻蒸剤としての利用

A.Flemingのペニシリン発見、リゾチームの命名

Schrader及びBossert エチレンオキサイドの抗菌作用

G.Domagk プロントジールの合成

A.Szentgyorgy ビタミンC構造決定、アスコルビン酸と命名

Gross及びDixon エチレンオキシド滅菌

G.Domagk 高級アルキル化四級アンモニウム塩の殺菌作用

Trefelらサルファ剤の利用

パラベン指定（日）

Hoffmanらプロピオン酸の焼成食品貯蔵への利用

Boehm及びMelta ジエチルピロ炭酸塩の発見

Gross及びDixon エチレンオキシドの食品殺菌への利用

Müller ソルビン酸の抗菌作用

A.E.Oxford グリセオフルビンの発見

ミュラー DDTの殺虫効果

Gooding ソルビン酸の抗菌作用

R.Kuhn サルファ剤の作用機構

Gump G11（ヘキサクロロフェン）の開発

Cowler 脂肪酸の抗菌作用（細菌）

Florey及びChain ペニシリンの治療効果

Shelamski ポビドンヨードの開発

Waksman ストレプトマイシン発見

Dodcl及びstillman ニトロフラン誘導体の抗菌作用

Orvill及びWyss C3～C6脂肪酸の抗真菌作用

L.Lehmann ペニシリンの構造決定

R.J.Lehmann PASの抗菌作用

Coleman及びWolb デヒドロ酢酸の抗菌作用

Mattick及びHirsch ナイシンの抗菌作用

Ehrlich及びBarty クロラムフェニコールの発見

食品衛生法の制定（日）

Duggar クロルテトラサイクリンの発見

ストレプトマイシンの構造決定

M.C.Rehstock クロラムフェニコール構造決定

Kolbe及びSchneiter メチルブロマイド抗菌作用

A.C.Finley テラマイシン発見、ニトロフラゾーン指定（日）

ナイシンのチーズ製造への利用

トリコマイシンの発見（細谷）

I.M.McGire エリスロマイシンの発見

R.B.Woodward テラマイシン、オーレオマイシンの構造決定

ニトロフリルアクリル酸アミド指定（日）

Davilsらクロルヘキシジン開発

E.R.Abraham セファロスポリンC発見

ナタマイシン（ピマリシン）の発見

Bernhardらジエチルピロ炭酸塩の抗菌作用

I.Cershenfeld ヨードホールの開発

梅沢カナマイシンの発見

両性界面活性剤テゴの開発

ナイシンの缶詰への利用（英国）

C.W.Brush β-プロピオラクトンの殺菌作用

Pepper及びLieberman アルデヒド類の殺菌作用

Stonehillらグルタルアルデヒドの開発

脂肪酸モノグリセリドの抗菌作用

リゾチームの抗菌作用

S.L.Taylorら固定化殺菌剤の開発

チアミンジラウリルスルフェイトの抗菌作用

中鎖脂肪酸モノグリセリドの抗菌作用

ショ糖脂肪酸エステルの抗菌作用

電解水生成装置開発

無機系抗菌剤の開発
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